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第
十
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

第
九
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
必
要
な
措
置
を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
通
知
期
間
に
六
十
日

を
加
算
し
た
期
間
内
に
、
第
九
項
本
文
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
必
要
な
措
置
を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
通
知
期
間
に
第
四
十

八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
日
か
ら
同
号
の
取
下
げ
が
あ
つ
た
日
ま
で
の
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
加
算
し

た
期
間
内
に
、
第
九
項
本
文
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
必
要
な
措
置
を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
通
知
期
間
に
九
十
日

を
加
算
し
た
期
間
内
に
、
第
九
項
本
文
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
項
第
六
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
必
要
な
措
置
を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
四
十
八
条
の
五
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
第
九
項
本
文
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
第
三
項
、
第
十
五
条
の
二
第
四
項
、
第
十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
中「
か
ら
第
十
項
」

を
「
か
ら
第
十
四
項
」
に
、「
及
び
第
十
項
」
を
「
及
び
第
十
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
の
次
に
次
の
八
条
を
加
え
る
。

第
四
十
八
条
の
二

公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
三
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第

十
五
条
の
三
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
七
条
又
は
第
十
九
条
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
思
料

す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
疑
い
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
に
つ
い
て
、
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進
を
図
る
上

で
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
為
を
し
て
い
る
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
条
第
一
項
（
第
六
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
行
為
の
概
要

二

違
反
す
る
疑
い
の
あ
る
法
令
の
条
項

三

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

第
四
十
八
条
の
三

前
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
疑
い
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
を
排
除
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
自
ら
策
定
し
、
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
実
施
し
よ
う
と
す
る
措
置
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
四
十
八
条
の
五
ま
で
に
お
い
て
「
排
除
措
置
」
と
い
う
。）

に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
八
条
の
五
に
お
い
て
「
排
除
措
置
計
画
」
と
い
う
。）を
作
成
し
、
こ

れ
を
当
該
通
知
の
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
公
正
取
引
委
員
会
に
提
出
し
て
、
そ
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。排

除
措
置
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

排
除
措
置
の
内
容

二

排
除
措
置
の
実
施
期
限

三

そ
の
他
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

３

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
施
策
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
が
ん
検
診
の
実
態
の
把
握

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
第
一
節
中
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
影
響
」
の
下
に
「
、
が
ん
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
感
染
症
並
び
に
性
別
、
年
齢
等
に
係
る
特

定
の
が
ん
及
び
そ
の
予
防
等
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
介
護
保
険
法
」
の
下
に「（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）」を
加
え
、「
保
健
、
医
療
又
は
福

祉
に
関
す
る
」
を
「
が
ん
対
策
に
関
連
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
五
年
」
を
「
六
年
」
に
改
め
、
第
二
章
中

同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
第
七
項
中
「
五
年
」
を
「
六
年
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
一
章
中
第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
事
業
主
の
責
務
）

第
八
条

事
業
主
は
、
が
ん
患
者
の
雇
用
の
継
続
等
に
配
慮
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が

講
ず
る
が
ん
対
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

２

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
十
七
号
の
二
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
百
八
号

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
九
項
中
「
期
間
）」の
下
に「（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
知
期
間
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
項
に
次

の
五
号
を
加
え
る
。

三

当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
、
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
な
か
つ
た
と
き
。

四

当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
、
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に
係
る
取
下
げ
が
あ
つ
た
と
き
。

五

当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
、
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
が
あ
つ
た

と
き
。

六

当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
、
第
四
十
八
条
の
五
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規

定
に
よ
る
第
四
十
八
条
の
三
第
三
項
の
認
定
（
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。）の
取
消
し

が
あ
つ
た
場
合

七

当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
、
第
四
十
八
条
の
五
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規

定
に
よ
る
第
四
十
八
条
の
三
第
三
項
の
認
定
（
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。）の
取
消
し

が
あ
つ
た
場
合




		2016-12-15T15:09:07+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




